
〔 浄 化 槽 人 員 算 定 た だ し 書 適 用 フ ロ ー 〕

（ スタート ）

ＮＯ
賃貸・建売以外の専用住宅である。

ＹＥＳ

延べ面積が１３０㎡を超えている。

ＮＯ

＊ただし書き適用基準３の適用 ： 特殊な非居住部分を延

べ面積の算定から除外できる。

ＹＥＳ

浄化槽設置場所に既存住宅がある。

＊【新築】＝ＮＯ
＊【建替え・増築・移転等】

建替え・増築の場合、延べ面積が従前より 未満の増加である。５０％

＊【浄化槽のみの設置】

ＹＥＳ

ＮＯ
井戸水を使用していない。

ＹＥＳ

・ ＮＯ従前の居住人員が５人以下である。 (「住民票の写し」添付）

従後の居住予定人員も５人以下である。・

ＹＥＳ

従後の予測水道使用量が ㍑／戸・日以内である。1000

＊最近１年間の水道使用量を明らかにする資料｛「納入証明

書」（水道局発行）又は、「ご使用水量・料金のお知らせ」｝

添付 ＮＯ

＊従前が汲み取り便所の場合：

年間最大水道使用量実績値×２００／１５０倍にて算定

＊既に浄化槽が設置されている場合には、その維持管理状況

が良好であるもの。

（「維持管理証明書」及び「浄化槽検査結果書」添付）

ＹＥＳ

ＪＩＳ Ａ ３３０２５人槽とすることができる。

算定式 により

算定する。
＊水道使用量実績に基づく ただし書適用基準２の適用

＊「ただし書適用願い」、「誓約書」及び上記関係書類添付


